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相談先 関市消費生活相談室（商工課内）　 23-6752

（独）国民生活センター 見守り新鮮情報より

　　　　 夫が生前に契約したことがあるとい

う業者が、電話で「通常価格より安くするから」

と健康食品を勧めてきた。すでに常用してい

る健康食品があるからと断ったのに、後日商

品が送られてきた。　　　　（80歳代　女性）

　　　　 「注文のあった健康食品を代金引換で

送る」と電話があった。「注文した覚えはない」

と伝えると「確かに注文している。代金は2万円。

支払わないと訴える」と脅された。経済的にゆ

とりがないので、そんなに高い健康食品を注文

するはずがないのに、翌日業者が言ったとおり

商品が届いてしまった。　 （70 歳代　女性）

見守り

新鮮情報
注文していないのに
健康食品が送られてきた！

あ
っ
た
か
子
ど
も
見
守
り
標
語 りません。

●勧誘されても必要なければはっきりと断り

ましょう。業者名や連絡先を確認しておく

ことも大切です。

●商品が届いてしまっても、安易に受け取ら

ないようにしましょう。

●困ったときは、速やかにお住まいの自治

体の消費生活センターなどにご相談くだ

さい。

安易に受け取らないで

ひとこと助言ひとこと助言

●健康食品の電話勧誘販売で、「断ったに

もかかわらず商品が送られてきた」「買う

とは言っていないのに商品が届いてしまっ

た」などという相談が寄せられています。

●消費者が承諾していないにもかかわらず一

方的に商品を送り付けられた場合、代金

支払いの義務はなく、受け取る必要もあ
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に
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事
業
主
の
方
は
引
き
続
き
、
障
が
い
者

の
雇
用
促
進
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。
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※
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意　

従
業
員
が
50
人
以
上
の
事
業
主
に

も
障
が
い
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雇
用
義
務
が
発
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し
ま
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現
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は
56
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上
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違
法
な
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開
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の
防
止

　

森
林
を
適
切
に
維
持
管
理
す
る
た
め
、
法

令
の
遵
守
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
が
、
違
法

な
森
林
開
発
が
後
を
立
ち
ま
せ
ん
。
た
と
え

自
分
の
山
で
も
森
林
を
伐
採
す
る
時
は
、
あ

ら
か
じ
め
届
出
や
許
可
が
必
要
な
場
合
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
森
林
内
で
不
審
な
立
木
伐

採
、
掘
削
、
建
築
物
を
見
か
け
た
ら
、
県
中

濃
農
林
事
務
所
ま
た
は
林
業
振
興
課
ま
で
連

絡
を
お
願
い
し
ま
す
。
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ケーブルテレビ・チャンネル長良川

明
あ す

日を創
つ く

る関のまち 9月号
岐阜エフエム  80.0MHz

シティ インフォメーション

ぎふチャン  岐阜ラジオ1431kHz

関市の時間

放送時間 毎週金曜日
午前9時～

毎月第1・3水曜日

午前9時40分

放送内容

月・金・土曜日
火 曜 日
水 曜 日
木 曜 日
日 曜 日

午前10時30分～10時45分
午前6時～6時15分
午後8時15分～8時30分
午後3時30分～3時45分
午前9時30分～9時45分

：
：
：
：
：

都市から関市の山間部へ移り住んできた家
族などが、地域に対する思いを語ります。

ちょびっと田舎暮らし（仮）

9/  7：2012ほらどキウイマラソン大会
9/14：迫間不動尊秋季大祭

9/  5：ぎふ清流国体・ぎふ清流大会
　　  いよいよ開催！

広報せき 2012.9.1


